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第１章 計画の概要                      １ 

 

Ⅰ 計画策定の趣旨                          

  我が国では、急速な少子化の進行並びに家庭及び地域を取り巻く環境の変化にか

んがみ、次世代育成支援対策を迅速かつ重点的に推進するため、平成１５年７月に 

、平成１７年４月から平成２７年３月までの１０年間の時限立法として「次世代育 

成支援対策推進法（平成１５年法律第１２０号。以下「次世代法」という。）」が 

制定され、次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ、育成される環境の整備を図 

るための取組が進められてきました。 

  次世代法において、地方公共団体は、特定事業主として特定事業主行動計画の策 

 定が義務付けられていることから、本市では、平成１７年４月に「八潮市特定事業 

 主行動計画」を策定し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう取組を 

 進めてきました。 

  平成２６年には、次世代法が改正され、法律の有効期間が令和７年３月まで１０ 

 年間延長されたことから、本市においても「八潮市特定事業主行動計画」に基づく 

 取組状況や成果等を検証し、計画の見直しを行いました。 

  また、平成２７年８月には、女性がその個性と能力を十分に発揮し、職業生活に 

おいて活躍することを通じて、豊かで活力ある社会を実現するため、平成２８年４ 

月から令和８年３月までの１０年間の時限立法として「女性の職業生活における活 

躍の推進に関する法律（平成２７年法律第６４号。以下「女性活躍推進法」という 

。）」が制定され、女性が働きやすい環境づくりに向けた取組が進められてきまし 

た。 

  女性活躍推進法において、地方公共団体は、特定事業主として特定事業主行動計 

 画の策定が義務付けられていることから、本市では、平成２８年４月に「女性の職 

 業生活における活躍の推進に関する法律に基づく八潮市特定事業主行動計画」を策 

定し、女性職員の活躍を推進するための取組を進めてきました。 

  これらの計画や取組は、視点は異なるものの、事業主としての職場環境の改善を 

 目指すという点においては密接に関わる部分が多く、また、本市として取り組むべ 

 き課題等も共通しています。そのため、総合的・計画的に推進するため次世代法及 

び女性活躍推進法に基づく２つの特定事業主行動計画を一体の計画として策定する 

こととしました。 

 

令和３年３月 
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Ⅱ 計画期間 

  次世代法の有効期間は、令和６年度まで、また、女性活躍推進法は、令和７年度

までとなっていますが、本計画は女性活躍推進法の終了年度となる令和８年３月３

１日までの５年間を計画期間とします。 

  なお、計画期間中であっても、社会情勢等の変化に合わせ、必要に応じて本計画 

の内容や数値目標の見直しを行います。 

 

 

Ⅲ 計画の位置付け 

  本計画は、次世代法第１９条第１項及び女性活躍推進法第１９条第１項の規定に 

基づく、特定事業主行動計画です。 

 

Ⅳ 策定主体及び対象職員 

  本計画は、地方公共団体の任命権者ごとに策定し、実施することとされています。 

【策定主体】各任命権者が連名で策定 

      （八潮市長、八潮市議会議長、八潮市選挙管理委員会、八潮市代表監 

査委員、八潮市公平委員会、八潮市農業委員会、八潮市教育委員会） 

 

 【対象職員】一般職の職員 

※ 次世代法による特定事業主行動計画については、県費負担教職 

員も対象となります。 
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Ⅴ 計画の推進体制 

  ⑴ 組織全体で計画的かつ継続的に推進するため、庁内に八潮市特定事業主行動 

計画策定委員会及び八潮市特定事業主行動計画検討部会を設置し、本計画の取 

組を推進するとともに、実施状況の確認等を行い必要に応じて本計画の内容や 

数値目標の見直しを行います。 

 

⑵ 効果的に推進するため、総務部総務人事課が主体となり、全ての職員が本計 

画の内容を理解できるよう、庁内グループウェアなどを活用し、本計画や実施 

状況など様々な情報を積極的に発信していきます。 

 

Ⅵ 公表 

 本市のホームページにおいて、本計画の策定又は変更した場合は、公表します。 

また、各年度の実施状況については、翌年度までに把握し公表します。 

 



4 

第２章 取組実績と課題                   ０ 

 

Ⅰ 次世代法に基づく取組実績と課題                

   １ 概要 

平成１５年７月に次世代法が制定されて以降、本市では「八潮市特定事業 

主行動計画」を策定し、職員が仕事と子育ての両立を図ることができるよう 

取組を進めてきました。 

平成２７年４月（計画期間：平成２７年４月１日～令和３年３月３１日） 

に策定した計画では、勤務環境の整備として「育児休業等を取得しやすい環 

境の整備等」、「時間外勤務の縮減」、「休暇の取得の促進」などの取組を 

進めてきました。 

 

   ２ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

     育児休業等の取得促進を図るため、育児休業等を取得しやすい環境の整備 

    として「育児休業及び部分休業制度等の周知」、「育児休業等体験談等に関 

    する情報提供」、「育児休業等を取得した職員の代替要員の確保」などの取 

    組を下記のとおり進めてきました。 

     その結果、図１及び２のとおり女性職員の育児休業等の取得率は、教育委 

    員会を除く職員は１００％となっており、また、教育委員会職員では、８０ 

    ％を超える結果となっています。 

     一方で、男性職員の取得率については、教育委員会を除く職員では、取得 

した職員はいたものの依然として低い取得率となっており、また、教育委員 

会職員では、取得した職員が１人もいない結果となっています。 

  

  【主な取組】平成２７年度～平成３０年度実績 

計画内容 実施状況 

育児休業等に関する資料等を各部局 

に通知し、制度の周知を図るととも

に、特に男性職員の育児休業等の取

得促進について周知徹底を図ります。 

制度について、庁内ＬＡＮ掲示板に 

掲示し、周知を図りました。 

育児休業の取得手続きや経済的支援

等について情報提供を行います。 

該当者に対し、手続きに関する説明

書を個別に配布し、育児休業の取得

手続きや共済組合からの育児休業手

当金等について情報提供を行いまし

た。 
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育児休業等体験者の体験談をまとめ 

、職員に情報提供を行います。 

新たに育児休業等を取得しようとす

る職員に対し、育児休業等の取得に 

ついて、過去の事例を紹介するなど

の情報提供を行いました。 

部、課内の人事配置等によって、育

児休業中の職員の業務を遂行するこ

とが困難なときは、臨時的任用制度

の活用による適切な代替要員の確保

を図ります。また、育児休業に伴う

任期付採用制度について検討します。 

・育児休業職員の代替として、臨時

職員の確保を図りました。 

・任期付採用制度についての導入に

向けて準備を行いました。 

 

 

 【育児休業等の取得率】 

図１ 教育委員会を除く職員     図２ 教育委員会職員 
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   ３ 時間外勤務の縮減 

     時間外勤務の縮減を図るため、「一斉定時退庁日等の実施」、「時間外勤 

    務の縮減のための意識啓発等」などの取組を下記のとおり進めてきました。 

     その結果、年度によって業務量や各職場の体制など状況は異なりますが、 

    図３及び４のとおり年間３６０時間を超える時間外勤務を行った職員数は、 

    平成２７年度と比較すると減少しています。 
     

    【主な取組】平成２７年度～平成３０年度実績 

計画内容 実施状況 

毎週水曜日の「ノー残業デー」、毎週

金曜日の「残業自粛デー」の周知徹底

を図るとともに、これらの日には、管

理職員が定時退庁の率先垂範を行いま

す。 

各課から提出された「ノー残業デー

等実施状況報告書」により人事担当

課にて実態を把握するとともに、ノ

ー残業デー等の実施について所属長

への周知を図りました。 

定時退庁ができない職員が多い部課は 

、所属長から職員への指導の徹底を図

ります。 

各課から提出された「ノー残業デー

等実施状況報告書」により人事担当

課にて実態を把握するとともに、ノ

ー残業デー等の実施について所属長

への周知を図りました。 

時間外勤務の上限の目安時間を１年に 

つき、360時間として、これを超えて

時間外勤務をさせないようにします。 

随時、周知を図りました。 

部課ごとの時間外勤務の状況を、人事

担当課で把握し、時間外勤務の多い職

場の所属長からのヒアリングを行った

上で、注意喚起を行います。 

時間外勤務の実態を人事担当課にて

把握するとともに、時間外勤務の多

い所属長に対し、子育て支援・健康

管理の観点から時間外勤務の縮減に

努めるよう注意喚起を行いました。 

時間外勤務の縮減を図るため、時差勤

務制度の活用について周知徹底を図り

ます。 

随時、周知を図りました。 

 

 

 

【年間時間外勤務】 

    図３ 教育委員会を除く職員     図４ 教育委員会職員（教職員を除く）                         
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   ４ 休暇の取得の促進 

     休暇の取得の促進を図るため、「年次有給休暇の取得の促進」、「子ども 

の看護を行う等のための特別休暇の取得の促進」などの取組を下記のとおり 

進めてきました。 

     その結果、図５及び６のとおり年次有給休暇平均取得日数は増加したもの 

    の、直近４年では取得目標日数である１５日を超えませんでした。 

     

    【主な取組】平成２７年度～平成３０年度実績 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

【年次有給休暇の平均取得日数】 

 図５ 教育委員会を除く職員     図６ 教育委員会職員 

  
※取得目標日数１５日 

 

 

 

 

8.4 9.6 10.1 10.8 

0.0
3.0
6.0
9.0

12.0
15.0

年次有給休暇平均取得日数

10.0 10.0 11.2 12.3 

0.0
3.0
6.0
9.0

12.0
15.0

年次有給休暇平均取得日数

計画内容 実施状況 

所属長は部下の年次有給休暇の取得

状況を把握し、計画的な年次有給休

暇の取得促進を図ります。 

リフレッシュ休暇の通知に、年次有

給休暇の積極的な取得についても周

知を行い、取得促進を図りました。 

子どもの授業参観日等における年次

有給休暇の取得促進を図ります。 

リフレッシュ休暇の通知に、休暇の

目的の一つとして「家庭生活の充実 

」を挙げるとともに、「年次有給休

暇の積極的な取得について」を通知

し、一年度中に一度は連続３日間の

有給休暇の取得促進を図りました。 

職員やその家族の誕生日、結婚記念

日等の家族の記念日における年次有

給休暇の取得促進を図ります。 

子どもの看護休暇等の特別休暇を周

知するとともに、その取得を希望す

る職員が円滑に取得できる職場環境 

の醸成を図ります。 

随時、周知を図るとともに、特別休

暇を円滑に取得できる雰囲気の醸成

を図りました。 

※取得状況は、表１・２のとおり。 



＊1ＲＰＡとは、ロボティック・プロセス・オートメーションの略でソフトウェア上のロボットにより業務工程を自動化すること 
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表１ 特別休暇の取得人数（教育委員会職員を除く職員）   （単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

妻の出産 ７ ５ ４ ３ 

育児参加 ３ ３ ４ ４ 

子の看護 １３ １１ １６ １０ 

 

表２ 特別休暇の取得人数（教育委員会職員）        （単位：人） 

 平成２７年度 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 

妻の出産 ９ ６ ４ ９ 

育児参加 ０ １ ２ ３ 

子の看護 ４３ ３６ ３６ ３６ 

 

    

   ５ 課題 

     育児休業及び部分休業の制度は、女性職員については各職場において一般 

化してきており高い取得率となっていますが、男性職員の取得率は依然とし 

て低い取得率となっております。 

このことから、男性職員への制度周知を図るとともに、職員が安心して育 

児休業等が取得できるよう、取得しやすい職場環境の構築に向けた取組や育 

児休業代替任期付職員等の確保などが不可欠となります。 

時間外勤務については、市民ニーズの多様化・複雑化や国の制度改正など 

により、特定の部署への負担が大きくなっていることから、時間外勤務を縮 

減するための取組として、ＡＩやＲＰＡ＊1などを活用した業務の効率化や一 

時的に業務量が増大する部署に対し時限的な対応として、経験職員の配置な 

どについて検討していく必要があります。 

さらに、仕事と家庭生活の両立や職員の健康の保持、業務能率の向上を図 

るため、積極的な休暇の取得促進を図る必要があると考えられます。 
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Ⅱ Ⅱ 女性活躍推進法に基づく取組実績と課題 

   １ 概要及び取組実績 

平成２７年８月に女性活躍推進法が制定されて以降、本市では「女性の職 

業生活における活躍の推進に関する法律に基づく八潮市特定事業主行動計画 

」を策定し、女性職員の活躍を推進するための取組を進めてきました。 

    平成２８年４月（計画期間：平成２８年４月１日～令和３年３月３１日） 

に策定した計画では、下記の目標を定め以下の取組を進めてきました。 

     図７のとおり目標設定時の平成２７年度と令和２年度で比較すると５．４ 

ポイント増加し、目標である２１．７％に対し１５．８％となっています。 

 

 

 
   

 

図７ 
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管理的地位にある職員に占める女性割合

＜目標＞ 

平成３２年度までに、管理的地位にある職員に占める女性割合を、平成

２７年度の実績（１０．４％）より約１１ポイント引き上げ、２１．７ 

％とする。 



＊２メンター制度とは、人材育成、指導方法の一つ。メンターと呼ばれる指導者が、メンティーと呼ばれる本人と、対話による気づ

きと助言により、自発的・自立的な発達を促す方法 
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   【取組状況】平成２８年度～令和元年度実績 

目標を達成するための取組 実施状況 

人事異動時において、将来の管理職

候補となるべき女性職員の育成を図

るため、女性職員の能力に応じ、固

定観念にとらわれず、人事・財政・

企画・議会担当等、多様なポストに

積極的に配置します。 

多様なポストに女性職員を配置しまし

た。 

女性職員を対象とした庁内研修や外 

部研修（自治大学校、自治人材開発 

センター等）への派遣を積極的に行 

います。 

・「女性職員意識啓発研修」を実施し

ました。 

・「自治大学校第１部・第２部特別課

程」に女性職員を派遣しました。 

女性職員に対し職員の相談に乗り助

言するメンター制度＊２の導入など、

総務人事課において人事制度に関す

る調査研究を行います。 

メンター制度＊２の調査研究を行いまし

た。 

各種両立支援制度（育児休業、配偶

者出産休暇、育児参加のための休暇

等）の活用促進や掲示板で支援制度

の情報を常時閲覧できる状態にしま

す。 

庁内イントラネット上に、職員が取得

できる出産子育てに関する休暇につい

ての情報を掲載し、職員への周知を図

りました。 

女性職員の職場での活躍推進に対す

る男性職員の理解を深めるため、男

性職員の意識改革を目的とした職場

研修を実施します。 

男女共同参画職員研修において、女性

活躍に関する研修会等を行いました。 

 

毎週水曜日の「ノー残業デー」、毎

週金曜日の「残業自粛デー」の周知

徹底を図るとともに、「ノー残業デ

ー」には、人事担当等職員が庁内を

巡回し定時退庁の推進を図ります。 

「ノー残業デー」には、庁内イントラ

ネット上に、ノー残業デーを周知する

内容を表示し、定時退庁の推進を図り

ました。また、毎週水曜日に「ノー残

業デー」を周知する庁内放送を実施し

ました。 
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   ２ 女性職員の活躍に関する現状把握 

     女性活躍推進法第１９条第３項の規定に基づく、女性の職業生活における

活躍の推進に関する法律に基づく特定事業主行動計画の策定等に係る内閣府

令（平成２７年内閣府令第６１号）第２条の規定による状況を把握するため

「女性職員の採用割合」、「離職率の差異」、「時間外勤務の状況」などに

ついての実績をとりまとめました。 

     

    ⑴ 女性職員の採用割合 

      本市の職員採用については、成績主義で採用しておりますが直近４年の 

女性職員の平均採用割合については、４８．４％となっています。 

このことから、直近４年においての採用については、男女の機会均等が 

     確保されています。 

 

表３ 女性職員の採用割合（毎年４月１日現在）       （単位：人） 

 男性 女性 合計 女性割合 

平成２９年度 １３ １４ ２７ ５１．９％ 

平成３０年度 １４ １４ ２８ ５０．０％ 

令和元年度 ２０ ２１ ４１ ５１．２％ 

令和２年度 １６ １０ ２６ ３８．５％ 

計 ６３ ５９ １２２ ４８．４％ 

 

⑵ 離職率の差異 

      令和元年度の年代別・男女別の離職者については、２０代の若手職員が 

多くなっています。 

 

表４ 離職率の差異                    （単位：人） 

令和元年度 男性 女性 合計 

職員数 ３３１  ２４６  ５７７  

退職者数 ８  １１  １９  

 １０代 ０  ０  ０  

２０代 ４  ５  ９  

３０代 １  ２  ３  

４０代 １  ２  ３  
５０代以上 ２  ２  ４  

離職率 ２．４２%  ４．４７% ３．２９% 

 

【参考】平均継続勤務年数の男女差（４月１日現在）     （単位：年） 

 男性 女性 差 

令和元年度 １６．５ １３．０ ３．５ 
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    ⑶ 時間外勤務の状況 

      本市では、市民ニーズの多様化・複雑化や国の制度改正などにより業務 

量は増加傾向にありますが、職員一人あたりの時間外勤務時間数は、直近 

４年の平均では横ばいの状況となっています。 

 

    表５ 職員一人あたりの平均時間外勤務時間数       （単位：時間） 

 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 月平均 

平成

２８

年度 

16.0 13.4 13.8 10.9 9.0 8.7 9.8 18.9 9.6 10.7 11.8 16.0 12.4 

平成

２９

年度 
15.8 13.7 13.6 10.4 8.1 10.7 14.3 8.6 14.1 9.6 11.6 17.5 12.3 

平成

３０

年度 
15.6 13.0 13.1 11.0 8.7 10.4 13.1 9.7 12.3 9.7 10.5 16.6 12.0 

令和

元 

年度 

14.1 13.0 11.9 11.6 8.5 11.4 18.5 8.7 9.8 9.7 10.6 13.9 11.8 

    ※管理職は除く 

 

    ⑷ 管理職の女性割合等 

      管理職の女性割合については、増加しているものの、目標である２１． 

     ７％を下回っています。また、役職段階ごとの女性割合では、副課長級以 

     上の階級から割合が低くなっています。 

     

表６ 管理職の女性割合（毎年４月１日現在）        （単位：人） 

 男性 女性 合計 女性割合 

平成２８年度 ９０ １２ １０２ １１．８％ 

平成２９年度 ８５ １３ ９８ １３．３％ 

平成３０年度 ８６ １３ ９９ １３．１％ 

令和元年度 ８２ １５ ９７ １５．５％ 

令和２年度 ８５ １６ １０１ １５．８％ 

※保育所等の所長、教育職員は除く 

 

表７ 各役職段階の職員の女性割合（令和２年４月１日現在） （単位：人） 

 男性 女性 合計 女性割合 

部長級 １３ １ １４ ７．１％ 

副部長級 １４ １ １５ ６．７％ 

課長級 ３７ ６ ４３ １４．０％ 

副課長級 ２１ ８ ２９ ２７．６％ 

係長級 ５３ ３７ ９０ ４１．１％ 

主任級 ６０ ６２ １２２ ５０．８％ 

主事級 １３５ １２６ ２６１ ４８．３％ 

※保育所等の所長、教育職員は除く



＊３男性の配偶者出産休暇とは、配偶者の出産にあたって配偶者の入退院補助、出産手続等のために取得する休暇（上限２日） 
＊４男性の育児参加休暇とは、配偶者の産前産後休暇中に育児に参加する休暇（上限５日） 
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    ⑸ 男女別の育児休業取得率等 

      育児休業の取得率については、直近４年では女性職員は１００％となっ 

     ており、男性職員は２～４％となっています。 

 

    表８ 男女別の育児休業取得率               （単位：人） 

 平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 令和元年度 
対象者数 取得者数 対象者数 取得者数 対象者数 取得者数 対象者数 取得者数 

男性 
人数 25 1 33 1 41 1 38 1 
取得率 4％ 3％ 2％ 3％ 

女性 
人数 19 19 30 30 33 33 33 33 
取得率 100％ 100％ 100％ 100％ 

 

表９ 取得期間の分布状況（令和元年度）          （単位：人） 

 男性 女性 合計 

１月未満 ０ ０ ０ 

１月以上 ０ １２ １２ 

１年以上 １ １２ １３ 

２年以上 ０ ９ ９ 

 

    ⑹ 男性の配偶者出産休暇の取得率等 

      男性の配偶者出産休暇＊３の取得率については、令和元年度は５０．０％ 

となっており、直近４年を平均しますと４２．９％となっています。 

 男性の育児参加休暇＊４の取得率については、令和元年度は２７．３％と 

なっており、直近４年を平均しますと３３．９％となっています。 

 

    表１０ 男性の配偶者出産休暇の取得率等 

 取得可能者数 取得者数 平均取得日数 取得率 

平成２８年度 ８ ４ ２．０ ５０．０％ 

平成２９年度 ９ ４ １．８ ４４．４％ 

平成３０年度 １１ ３ １．５ ２７．３％ 

令和元年度 １０ ５ １．４ ５０．０％ 

平 均    ４２．９％ 

 

表１１ 男性の育児参加休暇の取得率等 

 取得可能者数 取得者数 平均取得日数 取得率 

平成２８年度 １０ ３ １．７ ３０．０％ 

平成２９年度 １０ ４ ２．７ ４０．０％ 

平成３０年度 １３ ５ ３．３ ３８．５％ 

令和元年度 １１ ３ ２．３ ２７．３％ 

平 均    ３３．９％ 
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   ３ 課題 

     女性職員の活躍に関する現状については、女性職員の採用割合は直近４年 

  を平均しますと約４８％となっていますことから、採用については男女の機 

  会均等が確保されているものと考えられます。今後も女性受験者数を確保で 

  きるよう、ＳＮＳなどを活用した情報発信や女性職員が働きやすい職場環境 

  の整備等を進めていく必要があります。 

時間外勤務時間数、管理職の女性割合及び男性職員の育児休業等の取得率 

    は、直近４年では、ほぼ横ばい状況となっています。 

 時間外勤務については、市民ニーズの多様化・複雑化や国の制度改正など 

により、特定の部署への負担が大きくなっていることから、時間外勤務を縮 

減するための取組として、ＡＩやＲＰＡなどを活用した業務の効率化や一時 

的に業務量が増大する部署に対し時限的な対応として、経験職員の配置など 

について検討していく必要があります。 

また、管理職の女性割合を引き上げるため、女性職員が管理職を希望しな 

い理由などを的確に把握し、必要に応じて研修などを開催し意識改革を図る 

など、中長期的な視点を持った取組が必要と考えられます。さらに、男性職 

員の育児参加を促進するため、積極的な育児休業等の取得に向けて、育児休 

業等の制度周知や取得しやすい職場環境の構築に向けた取組を進めていく必 

要があると考えられます。 

 

 

 

 



＊5他律的な業務の比重が高い部署とは、業務量、事務の実施時期その他の業務の遂行に関する事項を自ら決定することが困難な業 

 務の比重が高い部署として任命権者が指定するもの 
＊6特例業務とは、大規模災害への対処、その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと任命権者が認めるも 

 の 
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第３章 計画の目標と取組内容                1 
 

 Ⅰ 計画の目標 
   全ての職員が、性別にかかわりなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの 

  希望に応じた形で職業生活と家庭生活の両立を図ることができるよう、第２章で 

  把握した課題の解決に向けて、次の目標数値を設定します。 

 

 

目  標 
 

 

 

  １ 男性職員の育児休業取得率３０％  
 

 

 

  ２ 女性職員の育児休業取得率の現状維持 
 

 

   

  ３ 年間３６０時間を超える時間外勤務者数０人 

  （他律的な業務の比重の高い部署＊５及び特例業務＊６を除く） 
 

 

 

  ４ 職員一人当たりの年次有給休暇取得日数１５日 
 

 

 

  ５ 管理職に占める女性割合３０％ 
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 Ⅱ 取組内容                           

   目標数値の達成に向けた取組に加え、地域における子育て支援の充実を図るた

めに以下の取組を進めていきます。 
 

 １ 育児と仕事の両立 
    ⑴ 妊娠中及び出産後における配慮 

区分 取組内容 

継続 
母性保護及び母性健康管理の観点から設けられた特別休暇等の制度

について周知徹底を図ります。    次世代法 女性活躍推進法 

継続 
出産費用の給付等の経済的支援措置について周知徹底を図ります。

次世代法 女性活躍推進法 

継続 
妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、業務分担の見直しを行います。

次世代法 女性活躍推進法 

継続 
妊娠中の職員に対しては、本人の希望に応じ、時間外勤務を原則と

して命じないよう周知徹底を図ります。次世代法 女性活躍推進法 

新規 
妊娠中の職員の健康や安全に配慮し、在宅勤務ができるようリモー

トワークの導入について検討します。 次世代法 女性活躍推進法 
 

    ⑵ 男性職員の子育て目的の休暇等の取得促進 

区分 取組内容 

継続 

妻の出産における特別休暇制度について周知徹底を図るとともに、

特別休暇と年次有給休暇を合わせて５日間程度の休暇取得の促進を

図ります。             次世代法 女性活躍推進法 

継続 

妻の出産前後の期間に出産に係る子、または小学校就学前の子の養

育のための特別休暇制度について周知徹底を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 
    

 ⑶ 育児休業等を取得しやすい環境の整備等 

     ア 育児休業及び部分休業制度等の周知 

区分 取組内容 

継続 

育児休業等に関する資料等を各部署に通知し、制度の周知を図ると

ともに、特に男性職員の育児休業等の取得促進について周知徹底を

図ります。             次世代法 女性活躍推進法 

継続 
育児休業の取得手続きや経済的支援等について情報提供を行いま

す。                次世代法 女性活躍推進法 

継続 
妊娠を申し出た職員については、個別に育児休業等の制度、手続き

について説明を行います。      次世代法 女性活躍推進法 

新規 

男性職員が育児休業を取得することへの不安や抵抗感を軽減するた

め、必要に応じて個別に制度の説明や給与シミュレーションを提示 

するなどし、育児休業の取得の促進を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 



＊７キャリアパスとは、ある職位に就くまでにたどることとなる経験や順序のこと。雇用主から見た場合、中長期的な計画の中で、

職員はどのような経験を積み、どのような能力を身につけるかといった事柄を明確にする。これらを示すことにより、職員の自

己の目指すものを考察できモチベーションを向上させる等の効果が期待できる 
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     イ 育児休業等体験談等に関する情報提供 

区分 取組内容 

継続 
育児休業等体験者の体験談をまとめ、職員に情報提供を行います。

次世代法 女性活躍推進法 

 

     ウ 育児休業及び部分休業制度を取得しやすい職場環境の醸成 

区分 取組内容 

継続 

職員から育児休業等の取得の申出があった場合、所属において業務

分担の見直し等を行うなど、育児休業等を取得しやすい職場環境の

醸成を図ります。          次世代法 女性活躍推進法 

 

     エ 育児休業を取得した職員への円滑な職場復帰の支援 

区分 取組内容 

継続 

育児休業中の職員に対して、本人の希望により業務に関する情報提

供・能力開発を行うとともに、必要に応じて職場復帰時にＯＪＴ研

修等を行うなどの支援を行います。  次世代法 女性活躍推進法 

 

オ 育児休業等を取得した職員の代替要員の確保 

区分 取組内容 

継続 

部署内の人事配置等によって、育児休業中の職員の業務を遂行する

ことが困難なときは、育児休業代替制度の活用による適切な代替要

員の確保を図ります。        次世代法 女性活躍推進法 

      

カ 育児休業等の取得率の向上 

区分 取組内容 

継続 
上記の取組を通じて、男性職員の育児休業等の取得率の向上を図り

ます。               次世代法 女性活躍推進法 

 

     キ 子育てを行う職員の活躍推進に向けた取組 

区分 取組内容 

継続 
育児休業を取得する職員に対する適切なキャリアパス＊７の提示及び

キャリア形成支援を検討します。   次世代法 女性活躍推進法 

継続 
子育てを行う職員の相談に乗り助言するメンター制度の導入を検討

します。              次世代法 女性活躍推進法 

継続 

育児休業中の職員が円滑に職場復帰できるよう、情報提供・能力開

発などの支援を行うとともに、両立支援制度を利用しやすい環境の

整備を行います。          次世代法 女性活躍推進法 
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継続 

管理職に必要なマネジメント能力等の付与のための研修等を行うこ

とで、子育てを行う職員のキャリア形成を支援します。 

次世代法 女性活躍推進法 

継続 

子育てを行う職員の活躍推進や仕事と生活の調和の推進に関する管

理職研修等を行うことで、意識啓発を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 

    

 ⑷ 早出遅出勤務の促進 

区分 取組内容 

継続 
小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員の早出遅出勤務

制度について周知徹底を図ります。  次世代法 女性活躍推進法 

 

    ⑸ 時間外勤務の縮減 

   ア 小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務及び時 

間外勤務の制限の制度の周知 

区分 取組内容 

継続 

小学校就学の始期に達するまでの子どものいる職員の深夜勤務、時

間外勤務を制限する制度について周知徹底を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 

継続 

３歳未満の子どものいる職員がその子どもを養育するために請求し

た場合に、時間外勤務をさせてはならない制度の周知徹底を図りま

す。                   次世代法 女性活躍推進法 

 

     イ 一斉定時退庁日等の実施 

区分 取組内容 

継続 

毎週水曜日の「ノ―残業デー」、毎週金曜日の「残業自粛デー」の 

周知徹底を図るとともに、これらの日には、管理職員が定時退庁の

率先垂範を行います。        次世代法 女性活躍推進法 

継続 
定時退庁ができない職員が多い部署は、所属長から職員への指導の

徹底を図ります。          次世代法 女性活躍推進法 

 

     ウ 事務の簡素合理化の推進 

区分 取組内容 

継続 
八潮市行政改革大綱に掲げられた重点事項の推進を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 
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エ 時間外勤務の縮減のための意識啓発等 

区分  取組内容  

継続 

時間外勤務の上限の目安時間を１年につき、３６０時間として、こ

れを超えて時間外勤務をさせないようにします。 

次世代法 女性活躍推進法 

継続 

部署ごとの時間外勤務の状況を、人事担当で把握し、時間外勤務の

多い職場の所属長からのヒアリングを行った上で、注意喚起を行い

ます。               次世代法 女性活躍推進法 

継続 
時間外勤務の縮減を図るため、時差勤務制度の活用について周知徹

底を図ります。           次世代法 女性活躍推進法 

継続 
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずるべき措置に関する

基準の取扱い」の周知徹底を図ります。次世代法 女性活躍推進法 

 

    ⑹ 休暇の取得の促進 

     ア 年次有給休暇の取得の促進 

区分 取組内容 

継続 
職員１人当たりの年間の年次有給休暇取得目標日数を１５日に設定

し、その確実な実行を図ります。   次世代法 女性活躍推進法 

継続 
所属長は部下の年次有給休暇の取得状況を把握し、計画的な年次有

給休暇の取得促進を図ります。    次世代法 女性活躍推進法 

継続 
子どもの授業参観日等における年次有給休暇の取得促進を図ります。

次世代法 女性活躍推進法 

継続 
職員やその家族の誕生日、結婚記念日等の家族の記念日における年

次有給休暇の取得促進を図ります。  次世代法 女性活躍推進法 

 

     イ 連続休暇等の取得の促進 

区分 取組内容 

継続 

国民の祝日やリフレッシュ休暇及び永年勤続休暇等の特別休暇とあ

わせた年次有給休暇の取得促進を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 

 

     ウ 子どもの看護を行う等のための特別休暇の取得の促進 

区分 取組内容 

継続 

子どもの看護休暇等の特別休暇を周知するとともに、その取得を希

望する職員が円滑に取得できる職場環境の醸成を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 



＊８ロールモデルとは、職員が目指したいと思う模範となる存在であり、そのスキルや具体的な行動を学んだり模倣したりする対象

となる人材 
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⑺ 人事異動における配慮 

区分 取組内容 

継続 

勤務先を異にする異動を命ずる場合において、それにより子どもの

養育を行うことが困難となる場合は、「職務に関する自己申告票」

等を活用し、その状況に配慮します。 次世代法 女性活躍推進法 

 

⑻ 職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正のための取組 

区分 取組内容 

継続 
八潮市男女共同参画プランの推進を図ります。 

次世代法 女性活躍推進法 

継続 
職場優先の環境や固定的な性別役割分担意識等の是正についての情

報提供や、意識啓発を行います。   次世代法 女性活躍推進法 

継続 
各階層に応じた研修を開催し、意識啓発を行います。 

次世代法 女性活躍推進法 

継続 
セクシュアル・ハラスメント等、あらゆるハラスメント防止のため

の研修会を開催します。       次世代法 女性活躍推進法 

 

   ２ 女性職員の活躍の推進 

    ⑴ 女性職員のキャリア形成支援と積極的な登用 

区分 取組内容 

継続 

人事異動時において、将来の管理職候補となるべき女性職員の育成

を図るため、女性職員の能力に応じ、固定観念にとらわれず、人事 

・財政・企画・議会担当等、多様なポストに積極的に配置します。 

女性活躍推進法 

継続 
女性職員を対象とした庁内研修や外部研修（自治大学校、自治人材 

開発センター等）への派遣を積極的に行います。 女性活躍推進法 

継続 

女性職員の職場での活躍推進に対する男性職員の理解を深めるため 

、男性職員の意識改革を目的とした職場研修を実施します。 

女性活躍推進法 

新規 
女性職員の登用に対する課題や意見などを的確に把握するため、女

性職員を対象とした懇談会などを実施します。  女性活躍推進法 

新規 

ロールモデル＊８の人材育成を図るとともに、ロールモデルとなる職

員の事例などを紹介します。また、昇任に対する意識啓発を行い、

女性のキャリア形成を支援・促進するため、メンター制度の導入を

検討します。                 女性活躍推進法 
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    ⑵ 女性職員の採用活動 

区分 取組内容 

新規 
女性受験者の拡大に向け近隣の大学等で開催される採用説明会など

に積極的に参加し、広く周知します。      女性活躍推進法 

新規 

本市のホームページをはじめとする各種広報媒体を通じて、ワーク 

・ライフ・バランスの実現や女性職員の活躍の推進等に向けた取組 

などをＰＲします。              女性活躍推進法 

 

３ 地域における子育て支援等 

    ⑴ 子育てバリアフリー  

区分 取組内容 

継続 

外部からの来庁者の多い庁舎等において、乳幼児と一緒に安心して

利用できるベビーベッドや授乳室、トイレを引き続き設置するとと

もに、その充実を図ります。     次世代法 

 

    ⑵ 子ども・子育てに関する地域貢献活動      

区分 取組内容 

継続 

子ども・子育てに関する地域貢献活動に職員が積極的に参加できる

よう、休暇を取得しやすい職場環境の醸成を図ります。 

次世代法 

継続 
子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、市役所等の施

設見学を引き続き実施します。    次世代法 

継続 
子どもの多様な体験活動等の機会の充実を図るため、「生涯学習ま

ちづくり出前講座」を充実します。  次世代法 

継続 
交通事故予防について綱紀粛正通知による呼びかけを実施します。 

次世代法 

継続 
職員に対する交通安全教育研修の充実を図ります。 

次世代法 

継続 

子どもを安全な環境で安心して育てることができる環境を整備する

ため、地域住民等の自主的な防犯活動や少年非行防止、立ち直り支

援の活動等へ職員が参加できるよう、休暇を取得しやすい職場環境

の醸成を図ります。         次世代法 

 

    ⑶ 子どもとふれあう機会の充実 

区分 取組内容 

継続 
子どもとふれあう機会の充実を図るため、福利厚生事業の内容等の

周知を図ります。          次世代法 
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    ⑷ 学習機会の提供等による家庭の教育力の向上     

区分 取組内容 

継続 
家庭教育への理解を深めるため、家庭教育に関する研修等を開催し 

ます。               次世代法 
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